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2012(平成 24)年度川崎市審議会等委員への女性の参加状況調査について 
【結果報告】 

 

Ⅰ 調査概要 
 

＜本調査の目的＞ 

男女が対等な構成員として社会のあらゆる分野に参画する機会が確保され、ともに責任を担う

べき男女共同参画社会の実現には、政策決定過程や様々な方針等の決定の場への女性の参画が欠

かせない。国は、2010（平成 22）年 12 月に閣議決定した男女共同参画基本計画（第 3 次）の中

で、政策・方針決定過程への女性の参画の拡大は、喫緊の課題であり、特に政治や経済の分野に

おけるその緊急性は高いとし、「2020 年 30％」の目標を社会全体で共有するとともに、その達成

のために官民を挙げて真剣に取り組んでいかなければならないとしている。 

本市の取組としては、女性の参画促進に向けた審議会等委員の選任にあたり、審議会等を所管

する各局（室）区の長と市民・こども局長の間で事前に協議を行うものとしている（以下「事前

協議」という。）。 

また、1990（平成 2）年に施行した「川崎市審議会等委員への女性の参加促進要綱」（以下

「参加促進要綱」という。）第 6 条に基づき、「川崎市審議会等委員への女性の参加状況調査」

（以下「調査」という。）を毎年実施している。 

この調査は、政策・方針決定過程への女性の参画を拡大する一環として川崎市の審議会等

委員への女性の参加を促進するために、参加促進要綱第 3 条に規定されている参加比率*1の

達成状況を定期的に把握することを主たる目的としている。 

 

＜調査内容＞ 

(1) 「川崎市審議会等委員への女性の参加状況調査票」（様式 1） 

① 審議会等の名称及び所管課        

② 根拠法令等 

③ 地方自治法による根拠 

④ 会長及び副会長の性別及び人数*2 

⑤ 定 数 

⑥ 現 員 

 

(2)「女性のいない審議会等の参加促進計画」（様式 2）*3
  

① 審議会等の名称及び所管課     ③ 女性のいない理由 

② 委員の任期            ④ 女性の参加促進計画 

                                                   
*1 審議会等の委員は、男女ほぼ同数で構成することを最終目標とし、当面は審議会等の委員の女性比率が 2013

（平成 25）年度までに、35パーセントとなるようめざすことを目標とする（第 3条）。 
*2 審議会等の会長及び副会長の女性比率を把握するため、2007(平成 19)年度から調査項目として設定した。 
*3 女性委員のいない審議会等を対象としている。 

⑦ 女性委員の現員及び割合 

⑧ 公募委員の現員及び女性委員数 

⑨ 委員の任期 

⑩ 再任の取扱い 

⑪ 特記事項（解消の有無等） 

⑫ 委員選任時における男女比への配慮度
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＜調査設計＞ 

(1) 調査対象  全局（室）区 

(2) 調査期間  2012（平成 24）年 6月 11 日（月）～7 月 13日（金） 

(3) 調査基準日 女性比率については、2012（平成 24）年 6月 1日現在 

会長及び副会長の女性比率については 2011（平成 23）年及び 2012（平成 24） 

年 6月 1 日現在 

＜調査区分＞ 

本調査の対象となる審議会等は表 1のとおりとし、地方自治法（以下「地自法」という。）の根

拠等に基づき審議会等の区分を次のＡからＤに分類している。 

表 1 対象となる審議会等の調査区分 

 

なお、次に掲げる要件を満たす審議会等は除外対象としている。 

(1) 調査基準日(毎年 6 月 1 日現在)において審議会等が①未設置のもの、②休止中のもの、③審

議会等が実在するが実際に委員が選任されていない状況にあるもの 
(2) その他、協議の結果、調査の対象外とみなされたもの 
 

 
＊本調査および審議会等の委員選任にかかる事前協議の除外要件を縮小し、基本的にはすべての

審議会等を対象とする。 
 
 

区分Ａ 

 

 

地自法第 202 条の 3に基づき設置された審議会等 

（地自法第 202 条の 3）普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令

又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う

機関とする。 

【2010 (平成 22)年 3月現在で上記審議会のうち、内閣府男女共同参画局が把握した審議会等】 

(1)  市町村防災会議      (8)  損害評価会       (15) 市町村国民保護協議会 

(2)  民生委員推薦会      (9)  地方港湾審議会     (16) 地方独立行政法人評価委員会 

(3)  国民健康保険運営協議会  (10) 土地区画整理審議会   (17) 感染症審査協議会 

(4)  地方社会福祉審議会    (11) 建築審査会       (18) 市町村都市計画審議会 

(5)  土地利用審査会      (12) 開発審査会       (19) 市街地再開発審査会 

(6)  地方障害者施策推進協議会 (13) 介護認定審査会     (20) 障害程度区分認定審査会 

(7)  公害健康被害認定審査会  (14) 精神医療審査会      

区分Ｂ 

地自法第 138 条の 4第 3項に基づき設置された審議会等 

（地自法第 138 条の 4第 3項）普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機

関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調

査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

区分Ｃ 
地自法第 174 条に基づき設置された審議会等 

（地自法第 174 条）普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。 

区分Ｄ その他要綱等に基づき設置された審議会等 
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Ⅱ 調査結果（まとめ） 

  

2012（平成 24）年 6 月 1日現在の川崎市の審議会等委員における女性の参加状況について、調

査を行った結果は次のとおりである。なお、比率については、審議会等の委員総数を 100.0％と

して算出し、小数点第 2 位を四捨五入している。そのため、構成比の合計が 100.0％にならない

場合がある。 

 

Ⅱ-1．女性の参加比率について 

 

◆ 女性の参加比率は 30.2％、前年度比 0.5 ポイント増 

  川崎市の審議会等の委員総数 3,286 人のうち、女性は 992 人、男性は 2,294 人で、女性の

参加比率は 30.2%である。 

  前年度と比較すると、0.5 ポイント増となった。 

 

          表 2 川崎市の審議会等の委員総数及び参加比率（男女別） 

 2012（平成 24）年度 2011（平成 23）年度 2010（平成 22）年度 

女 性 992 人 30.2％ 963 人 29.7％ 925 人 29.0％

男 性 2,294 人 69.8％ 2,279 人 70.3％ 2,266 人 71.0％

総 数 3,286 人 100.0％ 3,242 人 100.0％ 3,191 人 100.0％

                       （調査時点はともに 6月 1日現在） 

 

◆ 女性の参加比率 35％以上は 103、35％未満は 131 

  審議会等の総数 234 のうち、女性の参加比率が 35％以上のものは 103（44.0％）、35％未満

のものは 131（56.0％）である。 

  前年度と比較すると、女性の参加比率が 35％以上のものは 11（3.5 ポイント）の増加であ

る。 

 

図 1 女性委員の参加比率の目標値 35％の達成状況 
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◆ 局(室)区別の審議会等への女性の参加比率は、オンブズマン事務局が最も高く、続いて

宮前区役所で、増加率の最も高いのは中原区役所で 10.4 ポイント増 

 区役所においては、市民活動団体やボランティア・グループ等への女性の参加が高く、審

議会等委員の参画においてもそれが反映されて、全般的に女性の参加比率が高くなっている。 

 なお、2011（平成 23）年 6 月 1 日現在と比べ、女性の参加比率が 1 ポイント以上増加し

た局区は 11 である。  

 

       表 3 女性の参加比率（参加比率の高い順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

局(室)区名 
2012(平成 24)年 
参加比率（A） 

2011(平成 23)年 
 参加比率（B） 

参加比率の増減 
（A‐B） 

オンブズマン事務局 75.0％ 75.0％ 0.0％

宮前区役所 52.3％ 50.9％ 1.4％

中原区役所 47.1％ 36.7％ 10.4％

幸区役所 44.2％ 46.4％ △ 2.2％

川崎区役所 41.1％ 38.6％ 2.5％

高津区役所 38.6％ 38.7％ △ 0.1％

多摩区役所 36.8％ 30.8％ 6.0％

麻生区役所 36.4％ 29.7％  6.7％

教育委員会 34.5％ 37.8％ △ 3.3％

上下水道局 33.3％ 33.3％ 0.0％

市民・こども局 31.3％ 33.1％ △ 1.8％

総合企画局 30.8％ 36.8％ △ 6.0％

健康福祉局 30.8％ 31.0％ △ 0.2％

環境局 28.6％ 18.9％  9.7％

財政局 26.9％ 26.9％ 0.0％

交通局 26.9％ 25.8％ 1.1％

選挙管理委員会 25.0％ 25.0％ 0.0％

経済労働局 23.3％ 20.2％ 3.1％

まちづくり局 22.2％ 24.2％ △ 2.0％

建設緑政局 17.5％ 20.0％ △ 2.5％

病院局 15.0％ 14.3％ 0.7％

総務局 13.2％ 11.8％ 1.4％

港湾局 11.1％ 7.4％  3.7％

消防局 7.5％ 6.0％  1.5％

全局（室）区 30.2％ 29.7％ 0.5％
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◆ 委員が男女ほぼ同数*4で構成されている審議会等は、63（26.9％） 

  審議会等の総数 234 のうち、審議会等の委員が男女ほぼ同数で構成されている審議会等は

次の 63（26.9％）である。 

  前年度と比較すると、審議会等の数は7増加し、比率としては1.8ポイントの増加である。 

表 4 審議会等の委員が男女ほぼ同数で構成されている審議会等 

総務局（4）  川崎市ホームレス自立支援推進市民協議会 

 川崎市障害者施策審議会 

 川崎市精度管理専門委員会 

 川崎市公務災害補償等審査会 

 川崎市情報公開・個人情報保護審査会 

 川崎市資産公開等審査会 

 川崎市情報公開運営審議会 まちづくり局（6） 

財政局（3）  川崎市建築審査会 

 川崎市開発審査会 

 川崎市都市景観審議会 

 川崎市地区まちづくり審議会 

 川崎市住宅政策審議会 

 川崎市斜面地建築物研究会 

 川崎市政府調達苦情検討委員会 

 川崎市入札監視委員会 

 川崎市不動産評価専門委員会 

市民・こども局(9) 

 川崎市市民活動推進委員会 

 川崎市外国人市民代表者会議 

 川崎市多文化共生施策検討委員会 

 かわさき人権施策推進協議会 

 川崎市男女平等推進審議会 

 川崎市男女共同参画センター運営委員会 

 川崎市子どもの権利委員会 

 平和推進補助事業選定委員会 

 川崎市放課後子どもプラン推進委員会 

川崎区役所（4） 

 いきいきかわさき区提案事業審査委員会 

 川崎区地域福祉計画策定委員会 

 川崎区健康づくり推進会議 

 川崎区地域包括支援センター運営協議会 

幸区役所（4） 

 幸区提案型協働推進事業審査委員会 

 幸区健康づくり推進会議 

 幸区地域福祉計画推進検討会議 

 川崎市幸市民館運営審議会 

経済労働局（4） 

 川崎市消費者行政推進委員会 

 川崎市消費者行政推進委員会苦情処理部会 

 川崎市食の安全確保対策協議会 

 川崎市大規模小売店舗立地審議会 

中原区役所（3） 

 中原区民生委員推薦区会 

 中原区健康づくり推進会議 

 中原区市民提案型事業審査委員会 

環境局（2） 

 川崎市ごみ減量推進市民会議 

 汚染土壌処理施設等専門会議 
高津区役所（4） 

健康福祉局（6） 

 高津区協働事業提案選考・外部評価委員会 

 高津区健康づくり推進会議 

 川崎市高津市民館運営審議会 

 高津区災害時医療救護所ネットワーク会議 

 川崎市福祉サービス第三者評価事業推進委

員会 

 川崎市介護認定審査会 

 市民健康づくり運動推進会議 

                                                   
*4  参加促進要綱第 3条では、審議会等の委員を「男女ほぼ同数で構成すること」を最終目標としている。した

がって、委員総数（現員）のうち女性委員が 40～60％（男女いずれか一方の総数の 10分の 4未満とならない

状態）の審議会等を「ほぼ同数」とした。ただし、委員総数が3名の審議会等の場合は、女性委員が 1名（33.3%）

（男女いずれか１名いる状態）で男女ほぼ同数の審議会等とする。 
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宮前区役所（5） 教育委員会（5） 

 宮前区区民会議 

 宮前区健康づくり推進会議 

 宮前区民生委員推薦区会 

 宮前区地域包括支援センター運営協議会 

 有馬野川生涯学習支援施設運営協議会 

 川崎市立日本民家園協議会 

 川崎市立学校児童生徒結核対策委員会 

 川崎市立図書館協議会 

 教育文化会館及び市民館大ホールの優先申

請審査会 

 川崎市特別支援教育推進検討委員会 
多摩区役所（1） 

オンブズマン事務局（1） 

 多摩区民生委員推薦区会 

 川崎市市民オンブズマン専門調査員 
麻生区役所（2） 

 あさお福祉計画推進会議 

 麻生区地域包括支援センター運営協議会 
 

 

 

Ⅱ-2．女性委員のいない審議会等について 

  

◆ 女性委員のいない審議会等*５の数は 10(4.3%) 

  女性委員のいない審議会等の数は、審議会等の総数 234 のうち 10 であり、全体の 4.3%で

ある。 

  前年度と比較すると、審議会等の数は 2 減少、比率としては 1.0 ポイントの減少である。 

 

表 5 女性委員のいない審議会等（局（室）区別） 

〔 〕内は審議会等の区分（p.2＜表 1 調査区分＞参照） 

市民・こども局（2）  川崎都市計画事業登戸土地区画整理審議会

〔Ａ〕 

 川崎駅周辺地区荷さばき対策検討協議会

〔Ｄ〕 

 川崎市交通安全対策会議        〔Ｂ〕 

 川崎市特定不妊治療費助成事業協議会〔Ｄ〕

経済労働局（1） 上下水道局（1） 

 川崎市立労働会館運営委員会   〔Ｂ〕  江川 1号雨水幹線その 2工事に伴う道路陥没

事故対策委員会         〔Ｄ〕  健康福祉局（2） 

 川崎市休日急患診療所運営委員会連絡協議会

〔Ｄ〕 

 川崎市救急医療情報システム運営委員会

〔Ｄ〕 

交通局（1） 

 川崎市バス事業路線検討委員会  〔Ｄ〕 

消防局（1） 

まちづくり局（2）  川崎市危険物保安研究会        〔Ｄ〕   

 

                                                   
*５第 2期川崎市男女平等推進行動計画(以下｢行動計画｣という。)において、2013(平成 25)年度までの目標として

女性委員のいない審議会をなくすとしている。 
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図 2 委員選任時における男女比への配慮
  女性委員のいない審議会等の総数＝10） 

◆ 女性のいない理由として「あて職」や専門家･役職者に女性が少ないことが挙げられる 

  女性委員のいない 10 の審議会等を調査区分（P2 表 1 参照）ごとにみると、区分 A が 1

（10.0％）、区分 Bが 2（20.0％）、区分 C が 0（0.0％）、区分 Dが 7（70.0％）である。 

  女性の参加が進まない理由としては、要綱等において職務が規定されていること（いわゆ

る「あて職」の問題）が挙げられる。 

  また、必要とする学識経験者の専門分野、参加

を依頼する関係団体の役職者、市の管理職に女性

が少ないことも挙げられる（P28「7 女性のいない

審議会等 集計」参照）。 

 

 

 

  

  女性のいない審議会等のうち、委員選任時に

所管課として男女比に「配慮した」審議会等

は 2（20.0％）、「配慮しなかった」審議会等

は 0（0.0％）、「その他」と回答した審議会等

は 8（80.0％）である*６。  

 

 

 

 

                                                   
*６  2004（平成 16）年度から委員選任時における男女比への配慮状況を「配慮した」「配慮しなかった」「その

他」の 3択で調査している。国の法律等で委員構成が厳密に規定されていたり、専門分野や管理職級に女性が

いない等、所管課の取組みだけでは参加を促進できない場合は「その他」を選択していただくこととしている。 

表 6 女性のいない審議会等 

（根拠法別、総数=10） 

区分Ａ 1（ 10.0％）

区分Ｂ 2（ 20.0％）

区分Ｃ 0（  0.0％）

区分Ｄ 7（ 70.0％）
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Ⅲ 課題及び今後の改善策  

 

【課題】 

本市は行動計画において、さまざまな分野の政策・方針決定過程における女性の参画促進に向

けた取組を進めている（柱Ⅳ基本施策 12）。審議会等への女性の参画についても参加促進要綱及

び行動計画で、2013（平成 25）年度までに女性委員比率が 35%となるよう目指している。 

今年度の女性委員比率は 30.2％と前年度の 29.7％に比べて 0.5 ポイント増加し、女性委員ゼロ

の審議会等は 10（全審議会等の数 234 の 5.3%）と、前年よりも 2 減少して今までで一番少なくな

った。しかし、女性委員比率は徐々に向上しているものの、依然として 35%の目標値には満たな

い状況となっている。女性の参加が進まない理由として常に課題となるのは、職務指定の規定や

専門分野および推薦を依頼する関連団体等に女性が少ないこと等により、結果として女性委員を

選任できないということである。 

 

今年度の調査結果を踏まえ、まずはあらゆる分野における女性委員の参加比率向上のための取

組の充実や、特に女性委員のいない、もしくは極端に少ない審議会等においては、重点的に女性

の参画促進のための取組を進める必要があることから、今後も各局（室）区と協議し、次のよう

な方策を講じていく。 

 

【今後の改善策】 

１ 男女平等に関する周知徹底  

(1) 職員の意識向上 

審議会等は多様な意見が公平・公正に反映され、均等に利益を享受することができるよう、

市民の意見を的確に反映できるような委員構成である必要がある。また、少子高齢化の進行や

それに伴う新たな制度の構築や制度の抜本的な見直しが行われる中、男女が意思決定過程に積

極的に参画しともに責任を負うことは重要である。 

本市では男女共同参画の推進に向け参加促進要綱及び行動計画で審議会等の女性委員比率

35%の目標を定めて全庁で取り組んでおり、各審議会等を所管する担当職員は委員の選任・委嘱

や審議会等の運営に際して配慮が求められる。 

審議会等の委員の選任・委嘱に際しては、事前協議制の導入によって女性委員の参加促進に

向けた協議を行っているが、女性委員の参加比率向上になかなか結びつかない現状にある。各

局（室）区に設置した「川崎市男女共同参画推進員」による働きかけと合わせて、人材育成や

研修等の機会を積極的にとらえて、事前協議制および女性の参加促進要綱の趣旨についてより

一層の周知が図られるよう、取組んでいく。また、今回の調査結果を基礎資料として活用し、

各審議会等の改選期を見据えた個別対応についても検討していく。 

   

(2) 参加を依頼する団体等への協力依頼 

審議会等の委員に女性がいない理由の一つとして、参加を依頼する関係団体の役職者に女性
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が少ないことがあげられる。審議会等の委員選任について団体あて推薦依頼をする場合、要綱

等に規定される「……機関の代表者」という表現に基づき、役職者やそれに準ずる者が委員と

して選ばれる傾向がある。このため、推薦を依頼する団体等に対して審議会等委員への女性の

参加促進の重要性や本市参加促進要綱の趣旨を伝え、女性委員の推薦協力を要請する。 

さらに、女性の能力発揮がそれぞれの団体・組織・業界や地域の活性化に不可欠という観点

から、専門的知識や技術を有する女性の登用・人材育成を働きかけていく。 

 

２ 職務指定の職域拡大 

女性の参加比率が低い審議会等のうち、職務指定の課題については、各担当所管局に以下の

対応を求めていく。 

 

（1）国の法律や政令等に職務指定の規定がある審議会等について 

 国の第 3次男女共同参画基本計画においても「職務指定委員にかかる法令上の規定について、

検討して必要な見直しを行うとともに、地方公共団体に対し柔軟な対応を働きかける」とある。

多様な意思が政策・方針決定に公平・公正に反映されるよう職務指定の見直しを視野に入れた

検討を行う。 

（2）条例や要綱等に職務指定の規定がある審議会等について 

職務指定の必要性について検討し、可能なものについては「……機関の代表者」や「……の

長」等の規定の緩和・廃止、委員定数に占める職務指定者割合の縮小、公募委員等の職務指定

者以外の参加枠の設置等を検討する。 

（3）条例や要綱による職務指定はないが、慣例的に職務指定の行われている審議会等について 

市民公募等を活用し、男女双方からの応募が促進されるよう配慮すること、及び所属や肩書、

経験年数にとらわれず、幅広い人材を登用することに努める。 

 

 また、選任分野に女性が少ないような審議会等については、専門分野の範囲を関連領域まで

広げた幅広い人選や規定されている分野で活動しているさまざまな団体の新たな活用等を考え

るなど、女性の参加比率向上に向け、柔軟な対応を図っていくことが必要である。 

  

３ 積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進 

男女共同参画社会の実現に向けて、政策方針決定過程への女性の参画の拡大は極めて重要で

ある。女性委員比率 35％の達成に向けて、取り組みの一層の強化・促進が不可欠である。各分

野・主体に働きかけの強化や積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を推進する。 

 

 

 

 

 

国は第 3 次男女共同参画基本計画において、早急に対応すべき課題として、実効性のある積極

的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進をあげている。 
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今後、人権・男女共同参画室としても、審議会等の分野や特性に応じた実効性のある積極的改

善措置（ポジティブ・アクション）について、所管課に理解を求めつつ、積極的な取り組みを促

すなど働きかけを行う。 

積極的改善措置（ポジティブ・アクション）とは 

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会にかかる男女間の格差を改善することを目

的として行う措置のこと。 

具体的には、 

・性別を基準に一定の人数や比率を割り当てるクオータ制（割当制） 

 ・女性の参加拡大に関する目標と達成期間を定めるゴール・アンド・タイムテーブル方式 

・女性を対象とした応募の奨励や女性の能力向上のための研修、保育といった環境整備等 

女性が少ない分野における女性の参加促進や活動範囲の拡大につながる多種多様な手段をいう。

（詳しくは、男女共同参画局ホームページの「ポジティブアクションの推進について」参照

http://www.gender.go.jp/main_contents/category/positive_act/positive.html） 



 
 

 
 

集 計 デ ー タ 



１　審議会等委員への女性の参加状況〔年別〕
毎年6月1日現在

審議会等の数
女性委員のいない

審議会等の数
委員総数（人） 女性委員数（人） 男性委員数（人）

女性委員の参加比率
（％）

1986（昭和61）年 2,908 355 2,553 12.2%

1987（昭和62）年 2,915 402 2,513 13.8%

1988（昭和63）年 106 50 2,944 396 2,548 13.5%

1989（平成元）年 116 54 3,221 425 2,796 13.2%

1990（平成2）年 129 53 3,389 486 2,903 14.3%

1991（平成3）年 122 40 3,223 527 2,696 16.4%

1992（平成4）年 123 42 3,420 560 2,860 16.4%

1993（平成5）年 201 53 3,373 607 2,766 18.0%

1994（平成6）年 200 46 3,288 587 2,701 17.9%

1995（平成7）年 219 42 3,730 746 2,984 20.0%

1996（平成8）年 243 36 3,990 828 3,162 20.8%

1997（平成9）年 233 36 3,704 841 2,863 22.7%

1998（平成10）年 244 27 3,747 904 2,843 24.1%

1999（平成11）年 217 27 3,104 705 2,399 22.7%

2000（平成12）年 213 25 3,334 808 2,526 24.2%

2001（平成13）年 213 22 3,304 796 2,508 24.1%

2002（平成14）年 214 18 3,254 847 2,407 26.0%

2003（平成15）年 215 22 3,339 905 2,434 27.1%

2004（平成16）年 207 21 3,184 872 2,312 27.4%

2005（平成17）年 188 16 2,892 804 2,088 27.8%

2006（平成18）年 185 18 2,848 769 2,079 27.0%

2007（平成19）年 213 15 3,079 858 2,221 27.9%

2008（平成20）年 214 13 3,067 857 2,210 27.9%

2009（平成21）年 214 14 3,100 895 2,205 28.9%

2010（平成22）年 221 17 3,191 925 2,266 29.0%

2011（平成23）年 227 12 3,242 963 2,279 29.7%

2012（平成24）年 234 10 3,286 992 2,294 30.2%

＊「川崎市審議会等委員への女性の参加促進要綱」は平成2年6月1日施行。
＊すべての審議会等を調査対象としている。ただし平成11年度から平成22年度の間は、議会の同意あるいは
選挙を委員選任の要件とする等、一定の要件を満たす審議会等を除外した。
＊平成16年度から審議会等委員における女性比率の目標値が35％に変更となっている。

24.1%
26.0%

27.1% 27.4% 27.8%
27.0%

27.9% 27.9%
28.9% 29.0% 29.7% 30.2%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

H.13 H.14 H.15 H.16 H.17 H.18 H.19 H.20 H.21 H.22 H.23 H.24

図1 川崎市審議会等委員への女性の参加比率
（比率）

（年）
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２　審議会等委員への女性の参加状況　〔局（室）区別〕

№ 局（室）区名

（ア）のうち
女性委員の
いない審議
会等の数

（エ）

審議会等
委員の総
数（オ）

女性委
員数
（カ）

1 総務局 15 ( 2 ) 4 ( 26.7% ) 9 ( 60.0% ) 0 317 42 13.2% ( 1.4 )

2 総合企画局 2 ( △ 1 ) 0 ( 0.0% ) 1 ( 50.0% ) 0 13 4 30.8% ( △ 6.0 )

3 財政局 6 ( 0 ) 3 ( 50.0% ) 3 ( 50.0% ) 0 26 7 26.9% ( 0.0 )

4 市民・こども局 29 ( 1 ) 9 ( 31.0% ) 17 ( 58.6% ) 2 326 102 31.3% ( △ 1.8 )

5 経済労働局 15 ( 1 ) 4 ( 26.7% ) 10 ( 66.7% ) 1 206 48 23.3% ( 3.1 )

6 環境局 6 ( 0 ) 2 ( 33.3% ) 3 ( 50.0% ) 0 105 30 28.6% ( 9.7 )

7 健康福祉局 43 ( 0 ) 6 ( 14.0% ) 33 ( 76.7% ) 2 844 260 30.8% ( △ 0.2 )

8 まちづくり局 15 ( 3 ) 6 ( 40.0% ) 9 ( 60.0% ) 2 176 39 22.2% ( △ 2.0 )

9 建設緑政局 3 ( 0 ) 0 ( 0.0% ) 3 ( 100.0% ) 0 40 7 17.5% ( △ 2.5 )

10 港湾局 1 ( 0 ) 0 ( 0.0% ) 1 ( 100.0% ) 0 27 3 11.1% ( 3.7 )

11 川崎区役所 8 ( 1 ) 4 ( 50.0% ) 2 ( 25.0% ) 0 90 37 41.1% ( 2.5 )

12 幸区役所 9 ( 0 ) 4 ( 44.4% ) 3 ( 33.3% ) 0 95 42 44.2% ( △ 2.2 )

13 中原区役所 9 ( 1 ) 3 ( 33.3% ) 3 ( 33.3% ) 0 104 49 47.1% ( 10.4 )

14 高津区役所 11 ( 1 ) 4 ( 36 4% ) 4 ( 36 4% ) 0 127 49 38 6% ( △ )

審議会等の数と
前年比（ア）

委員数が男女ほぼ同数
の審議会等の数と全審
議会数に占める割合

（イ）

女性委員が35％に満たな
い審議会等の数と全審議
会数に占める割合（ウ）

女性委員の参加比率
と前年比（キ）

14 高津区役所 11 ( 1 ) 4 ( 36.4% ) 4 ( 36.4% ) 0 127 49 38.6% ( △ 0.1 )

15 宮前区役所 9 ( 0 ) 5 ( 55.6% ) 1 ( 11.1% ) 0 107 56 52.3% ( 1.4 )

16 多摩区役所 8 ( △ 1 ) 1 ( 12.5% ) 4 ( 50.0% ) 0 87 32 36.8% ( 6.0 )

17 麻生区役所 8 ( 0 ) 2 ( 25.0% ) 4 ( 50.0% ) 0 99 36 36.4% ( 6.7 )

18 上下水道局 2 ( 0 ) 0 ( 0.0% ) 1 ( 50.0% ) 1 15 5 33.3% ( 0.0 )

19 交通局 4 ( △ 1 ) 0 ( 0.0% ) 2 ( 50.0% ) 1 26 7 26.9% ( 1.1 )

20 病院局 2 ( 1 ) 0 ( 0.0% ) 2 ( 100.0% ) 0 20 3 15.0% ( 0.7 )

21 消防局 4 ( 0 ) 0 ( 0.0% ) 4 ( 100.0% ) 1 67 5 7.5% ( 1.5 )

22 教育委員会 22 ( △ 1 ) 5 ( 22.7% ) 11 ( 50.0% ) 0 345 119 34.5% ( △ 3.3 )

23
選挙管理委
員会

1 ( 0 ) 0 ( 0.0% ) 1 ( 100.0% ) 0 16 4 25.0% ( 0.0 )

24
オンブズマン
事務局

2 ( 0 ) 1 ( 50.0% ) 0 ( 0.0% ) 0 8 6 75.0% ( 0.0 )

計 234 ( 7 ) 63 ( 26.9% ) 131 ( 56.0% ) 10 3,286 992 30.2% ( 0.5 )

＊　委員総数が3名の審議会等の場合は、女性委員1名（33.3％）で男女ほぼ同数の審議会等（イ）とし、35％
（目標値）に満たない審議会等（ウ）から除外する。
＊　全28局（室）区に対し調査を行った結果、対象とする審議会等を所管する局（室）区は24であった。
＊　目標値（35％）を達成している局（室）区は川崎区役所、幸区役所、中原区役所、高津区役所、宮前区役
所、多摩区役所、麻生区役所、オンブズマン事務局であった。
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３　審議会等委員への女性の参加状況　〔地方自治法根拠別〕

表１　参加促進要綱による集計

根拠別 審議会等の総数
女性を含む
審議会の数

委員総数（人） 女性委員数（人） 男性委員数（人）
女性委員の
参加比率

区分Ａ（地自法第202条の3） 17 16 574 176 398 30.7%

区分Ｂ（地自法第138条の4第3項） 84 82 1,100 324 776 29.5%

区分Ｃ（地自法第174条） 4 4 12 8 4 66.7%

（法律・条令　小計） 105 102 1,686 508 1,178 30.1%

区分Ｄ（その他要綱等） 129 122 1,600 484 1,116 30.3%

合計 234 224 3,286 992 2,294 30.2%

 

４　審議会等委員への女性の参加状況　〔会長・副会長別〕

審議会等数
全審議会等に
占める割合

総数（人） 女性（人） 男性（人）
女性委員の参

加比率

会長を置いている 206 88.0% 206 25 181 12.1%

副会長を置いている 176 75.2% 193 51 142 26.4%

※地方自治法に基づく区分の詳細については、報告書p.2参照。

＊　要綱等をもとに設置している審議会等が129(55.1％)と最も多い。

30.7% 29.5%

66.7%

30.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

区分A 区分B 区分C 区分D

図3 地方自治法根拠別・女性委員の参加比率

区分A

17（7.3%）

区分B

84（35.9%）

区分C

4（1.7%）

区分D

129（55.1%）

図2 審議会等の内訳（地方自治法根拠別）

審議会総数＝234

会長（男

性） 181
77.4% 

会長（女

性） 25 
10.7%

会長なし

28  
12.0%

図4 審議会等の会長内訳

審議会等総数＝234

＊ 会長を置いている審議会等は全審議会等234のう

ち206で、女性の会長は25人（12.1％）である。

＊ 副会長を置いている審議会等は全審議会等234の
うち176で、女性の副会長は51人（26.4％）である。

＊副会長は複数名の審議会等もあるため、副会長を置

いている審議会等数よりも副会長総数の方が多くなっ

ている。
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6
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崎

市
岡
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太

郎
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術
館
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太

郎
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術
館
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3
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2

1
2
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5
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崎
市

岡
本
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郎
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館
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郎

美
術

館
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1
7

川
崎
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ア
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8

川
崎

市
市

民
ミ
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ー
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収
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ム
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2
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5
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3
1
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Ｄ
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崎
市
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収
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委
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設
置
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綱

1
9

川
崎

市
母

子
保

健
運

営
協

議
会

こ
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も
家

庭
課
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1
5

1
6
.7
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0

0
2

2
5

3
3
1
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Ｄ
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崎
市

母
子
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協
議
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設
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綱
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川
崎
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7
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2
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4
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3
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Ｄ
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崎
市
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協
議
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1

川
崎
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定
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会
こ

ど
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内
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6
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3
1

あ
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崎
市
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協

議
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設
置
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2
2

川
崎

市
放

課
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進

委
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青
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課
な

し
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4
5
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.0

%
0

0
2

2
5

7
3
1
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崎
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課
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推
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設
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以
内
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8

8
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0

0
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2
4

8
3
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協
議
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崎

市
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協
議
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例
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4
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崎

市
青
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青
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2
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崎
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4
川

崎
市

廃
棄

物
処

理
施

設
専

門
家

会
議

廃
棄

物
指

導
課

7
6

1
1
6
.7

%
0

0
2

2
6

3
3
1

あ
り

Ｂ
廃

棄
物

の
処

理
及

び
清

掃
に

関
す

る
法

律
・
川

崎
市

廃
棄

物
処

理
施

設
設

置
許

可
等

に
関

す
る

要
綱

・
川

崎
市

廃
棄

物
処

理
施

設
専

門
家

会
議

設
置

要
領

5
汚

染
土

壌
処

理
施

設
等

専
門

家
会

議
環

境
対

策
課

5
人

以
内

3
1

3
3
.3

%
0

0
2

2
4

9
3
0

あ
り

Ｄ
汚

染
土

壌
処

理
施

設
等

専
門

家
会

議
要

綱

6
川

崎
市

ご
み

減
量

推
進

市
民

会
議

減
量

推
進

課
2
0

以
内

1
7

7
4
1
.2

%
3

1
2

2
5

1
2

3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

ご
み

減
量

推
進

市
民

会
議

設
置

要
綱

1
0
5

3
0

2
8
.6

%
1
7

4

健
康

福
祉

局

1
川

崎
市

福
祉

サ
ー

ビ
ス

第
三

者
評

価
事

業
推

進
委

員
会

企
画

課
6

以
内

5
3

6
0
.0

%
0

0
2

2
5

1
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

福
祉

サ
ー

ビ
ス

第
三

者
評

価
事

業
推

進
委

員
会

設
置

要
綱

2
川

崎
市

介
護

認
定

審
査

会
介

護
保

険
課

3
0
0

以
内

2
3
4

1
2
4

5
3
.0

%
2

2
5

3
3
1

あ
り

Ａ
介

護
保

険
法

・
川

崎
市

介
護

保
険

条
例

川
崎

市
介
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介
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介
護

保
険

条
例

・
川

崎
市

介
護

保
険

運
営

協
議

会
規

則

4
市

民
健

康
づ

く
り

運
動

推
進

会
議

健
康

増
進

課
1
8

以
内

1
7

8
4
7
.1

%
1

1
2

2
5

5
3
1

あ
り

Ｄ
市

民
健

康
づ

く
り

運
動

推
進

会
議

設
置

運
営

要
領

5
川

崎
市

歯
科

保
健

・
医

療
・
福

祉
推

進
協

議
会

健
康

増
進

課
6
0

4
5

4
8
.9

%
0

0
2

2
5

3
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

歯
科

保
健

・
医

療
・
福

祉
推

進
協

議
会

設
置

要
綱

環
境

局
合

計
（
審

議
会

数
；
6
）
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定
数

（
人

）
現

員
（
人

）
現

員
（
人

）
割

合
（
％

）
現

員
（
人

）

公
募

の
う

ち
女

性
委

員
（
人

）
年

月
日

再
任

の
取

扱
い

区
分

N
o
.

審
議

会
名

所
管

課

左
の

う
ち

女
性

委
員

委
員

の
う

ち
公

募
委

員
任

期
（
年

）

現
委

員
の

任
期

根
拠

法
令

等

委
員

6
川

崎
市

市
民

葬
儀

運
営

協
議

会
健

康
増

進
課

1
0

9
3

3
3
.3

%
0

0
2

2
6

3
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

市
民

葬
儀

実
施

要
領

7
川

崎
市

公
害

健
康

被
害

認
定

審
査

会
環

境
保

健
課

1
5

以
内

1
5

2
1
3
.3

%
0

0
2

2
4

9
3
0

あ
り

Ａ
公

害
健

康
被

害
の

補
償

等
に

関
す

る
法

律
第

4
5
条

・
川

崎
市

公
害

健
康

被
害

認
定

審
査

会
条

例

8
川

崎
市

公
害

健
康

被
害

補
償

診
療

報
酬

等
審

査
会

環
境

保
健

課
6

以
内

6
1

1
6
.7

%
0

0
2

2
4

9
3
0

あ
り

Ｂ
公

害
健

康
被

害
の

補
償

等
に

関
す

る
法

律
第

２
３

条
・
川

崎
市

公
害

健
康

被
害

補
償

診
療

報
酬

等
審

査
会

条
例

9
川

崎
市

成
人

ぜ
ん

息
患

者
医

療
費

助
成

認
定

審
査

会
環

境
保

健
課

6
以

内
6

1
1
6
.7

%
0

0
2

2
6

3
3
1

あ
り

Ｂ
川

崎
市

成
人

ぜ
ん

息
患

者
医

療
費

助
成

認
定

審
査

会
条

例

1
0

川
崎

市
感

染
症

診
査

協
議

会
健

康
安

全
室

1
8

以
内

1
6

2
1
2
.5

%
0

0
2

2
5

3
3
1

あ
り

Ａ
感

染
症

の
予

防
及

び
感

染
症

の
患

者
に

対
す

る
医

療
に

関
す

る
法

律
第

２
４

条
・
川

崎
市

感
染

症
診

査
協

議
会

条
例

1
1

川
崎

市
感

染
症

対
策

協
議

会
健

康
安

全
室

2
0

以
内

2
0

1
5
.0

%
0

0
2

2
5

3
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

感
染

症
対

策
協

議
会

設
置

要
綱

1
2

川
崎

市
エ

イ
ズ

対
策

推
進

協
議

会
健

康
安

全
室

2
０

以
内

1
7

3
1
7
.6

%
0

0
2

2
5

5
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

エ
イ

ズ
対

策
推

進
協

議
会

設
置

要
綱

1
3

川
崎

市
予

防
接

種
運

営
委

員
会

健
康

安
全

室
2
5

2
5

5
2
0
.0

%
0

0
2

2
5

5
3
1

Ｂ
川

崎
市

予
防

接
種

運
営

委
員

会
条

例

1
4

川
崎

市
結

核
対

策
推

進
会

議
健

康
安

全
室

2
0

以
内

2
0

4
2
0
.0

%
0

0
2

2
5

5
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

結
核

対
策

推
進

会
議

設
置

要
綱

1
5

川
崎

市
社

会
福

祉
審

議
会

地
域

福
祉

課
3
5

以
内

2
1

3
1
4
.3

%
0

0
3

あ
り

A
社

会
福

祉
法

・
川

崎
市

社
会

福
祉

審
議

会
条

例

1
6

川
崎

市
民

生
委

員
推

薦
会

地
域

福
祉

課
1
4

以
内

1
4

3
2
1
.4

%
0

0
3

2
5

9
3
0

あ
り

Ａ
民

生
委

員
法

・
川

崎
市

民
生

委
員

推
薦

会
規

則

1
7

川
崎

市
ホ

ム
レ

ス
自

立
支

援
推

進
市

民
協

議
会

地
域

福
祉

課
2
0

1
2

5
4
1

7
%

3
2

2
2
5

8
2
8

あ
り

Ｄ
川

崎
市

ホ
ー

ム
レ

ス
自

立
支

援
推

進
市

民
協

議
会

設
1
7

川
崎

市
ホ

ー
ム

レ
ス

自
立

支
援

推
進

市
民

協
議

会
地

域
福

祉
課

以
内

1
2

5
4
1
.7

%
3

2
2

2
5

8
2
8

あ
り

Ｄ
川

崎
市

ホ
自

支
援

推
進

市
民

協
議

会
設

置
要

綱

-
川

崎
市

ホ
ー

ム
レ

ス
自

立
支

援
市

民
事

業
助

成
審

査
委

員
会

地
域

福
祉

課
6

6
月

1
日

現
在

未
設

置
（
Ｄ

）
川

崎
市

ホ
ー

ム
レ

ス
自

立
支

援
市

民
事

業
助

成
要

綱

1
8

川
崎

市
国

民
健

康
保

険
運

営
協

議
会

保
険

年
金

課
2
3

2
3

6
2
6
.1

%
7

3
2

2
5

5
3
1

あ
り

Ａ
国

民
健

康
保

険
法

・
国

民
健

康
保

険
法

施
行

令
・
川

崎
市

国
民

健
康

保
険

条
例

・
川

崎
市

国
民

健
康

保
険

運
営

協
議

会
規

則

1
9

川
崎

市
身

体
障

害
者

更
生

資
金

貸
付

審
査

会
障

害
福

祉
課

5
5

1
2
0
.0

%
5

1
1

2
4

7
3
1

あ
り

Ｂ
川

崎
市

身
体

障
害

者
更

生
資

金
貸

付
条

例
・
川

崎
市

身
体

障
害

者
更

生
資

金
貸

付
審

査
会

規
則

-
川

崎
市

心
身

障
害

者
福

祉
事

業
基

金
運

営
委

員
会

障
害

福
祉

課
6

6
月

1
日

現
在

未
設

置
あ

り
（
Ｄ

）
川

崎
市

心
身

障
害

者
福

祉
事

業
基

金
運

営
委

員
会

設
置

要
綱

2
0

川
崎

市
障

害
程

度
区

分
認

定
審

査
会

障
害

計
画

課
4
3

2
6

7
2
6
.9

%
0

0
2

2
6

3
3
1

あ
り

Ａ
障

害
者

自
立

支
援

法

2
1

川
崎

市
障

害
者

施
策

審
議

会
障

害
計

画
課

2
0

以
内

2
0

8
4
0
.0

%
0

0
2

2
6

5
2
0

Ａ
川

崎
市

障
害

者
施

策
審

議
会

条
例

2
2

川
崎

市
精

神
医

療
審

査
会

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

1
0

1
0

2
2
0
.0

%
0

0
2

2
6

3
3
1

あ
り

Ａ
精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福
祉

に
関

す
る

法
律

・
川

崎
市

精
神

医
療

審
査

会
運

営
要

綱

2
3

川
崎

市
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
判

定
会

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

5
以

内
5

1
2
0
.0

%
0

0
3

2
6

3
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

判
定

会
設

置
要

綱

-
川

崎
市

心
身

障
害

者
総

合
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

セ
ン

タ
ー

運
営

協
議

会
障

害
計

画
課

休
止

中

2
4

川
崎

市
精

神
保

健
福

祉
審

議
会

精
神

保
健

課
2
0

以
内

1
5

3
2
0
.0

%
0

0
3

2
6

3
3
1

あ
り

Ｂ
精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福
祉

に
関

す
る

法
律

川
崎

市
精

神
保

健
福

祉
審

議
会

条
例

2
5

川
崎

市
地

域
医

療
審

議
会

地
域

医
療

課
3
0

以
内

1
9

2
1
0
.5

%
1

1
2

2
5

1
0

3
1

あ
り

Ｂ
川

崎
市

地
域

医
療

審
議

会
条

例

2
6

川
崎

市
休

日
急

患
診

療
所

運
営

委
員

会
連

絡
協

議
会

地
域

医
療

課
1
5

1
5

0
0
.0

%
0

0
2

2
5

6
3
0

あ
り

Ｄ
川

崎
市

休
日

急
患

診
療

所
運

営
委

員
会

連
絡

協
議

会
要

綱
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定
数

（
人

）
現

員
（
人

）
現

員
（
人

）
割

合
（
％

）
現

員
（
人

）

公
募

の
う

ち
女

性
委

員
（
人

）
年

月
日

左
の

う
ち

女
性

委
員

委
員

の
う

ち
公

募
委

員
任

期
（
年

）

現
委

員
の

任
期

根
拠

法
令

等

委
員

N
o
.

審
議

会
名

所
管

課
再

任
の

取
扱

い
区

分

2
7

川
崎

市
救

急
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム
運

営
委

員
会

地
域

医
療

課
1
1

8
0

0
.0

%
0

0
2

2
6

4
3
0

あ
り

Ｄ
川

崎
市

救
急

医
療

情
報

シ
ス

テ
ム

運
営

委
員

会
要

綱

2
8

川
崎

市
血

液
対

策
協

議
会

健
康

安
全

室
2
0

以
内

1
3

4
3
0
.8

%
0

0
2

2
5

3
3
1

あ
り

Ｂ
川

崎
市

血
液

対
策

セ
ン

タ
ー

条
例

川
崎

市
血

液
対

策
セ

ン
タ

ー
条

例
施

行
規

則

2
9

川
崎

地
区

血
液

対
策

協
議

会
健

康
安

全
室

2
0

以
内

1
3

2
1
5
.4

%
0

0
2

2
5

3
3
1

あ
り

Ｂ
川

崎
市

血
液

対
策

セ
ン

タ
ー

条
例

施
行

規
則

川
崎

市
地

区
血

液
対

策
協

議
会

要
綱

3
0

幸
地

区
血

液
対

策
協

議
会

健
康

安
全

室
2
0

以
内

1
2

3
2
5
.0

%
0

0
2

2
5

3
3
1

あ
り

Ｂ
川

崎
市

血
液

対
策

セ
ン

タ
ー

条
例

施
行

規
則

川
崎

市
地

区
血

液
対

策
協

議
会

要
綱

3
1

中
原

地
区

血
液

対
策

協
議

会
健

康
安

全
室

2
0

以
内

1
3

2
1
5
.4

%
0

0
2

2
5

3
3
1

あ
り

Ｂ
川

崎
市

血
液

対
策

セ
ン

タ
ー

条
例

施
行

規
則

川
崎

市
地

区
血

液
対

策
協

議
会

要
綱

3
2

高
津

地
区

血
液

対
策

協
議

会
健

康
安

全
室

2
0

以
内

1
3

3
2
3
.1

%
0

0
2

2
5

3
3
1

あ
り

Ｂ
川

崎
市

血
液

対
策

セ
ン

タ
ー

条
例

施
行

規
則

川
崎

市
地

区
血

液
対

策
協

議
会

要
綱

3
3

宮
前

地
区

血
液

対
策

協
議

会
健

康
安

全
室

2
0

以
内

1
3

3
2
3
.1

%
0

0
2

2
5

3
3
1

あ
り

Ｂ
川

崎
市

血
液

対
策

セ
ン

タ
ー

条
例

施
行

規
則

川
崎

市
地

区
血

液
対

策
協

議
会

要
綱

3
4

多
摩

地
区

血
液

対
策

協
議

会
健

康
安

全
室

2
0

以
内

1
3

2
1
5
.4

%
0

0
2

2
5

3
3
1

あ
り

Ｂ
川

崎
市

血
液

対
策

セ
ン

タ
ー

条
例

施
行

規
則

川
崎

市
地

区
血

液
対

策
協

議
会

要
綱

3
5

麻
生

地
区

血
液

対
策

協
議

会
健

康
安

全
室

2
0

以
内

1
3

2
1
5
.4

%
0

0
2

2
5

3
3
1

あ
り

Ｂ
川

崎
市

血
液

対
策

セ
ン

タ
ー

条
例

施
行

規
則

川
崎

市
地

区
血

液
対

策
協

議
会

要
綱

3
6

川
崎

市
精

度
管

理
専

門
委

員
会

地
域

医
療

課
6

5
2

4
0
.0

%
0

0
2

2
5

3
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

精
度

管
理

委
員

会
設

置
要

綱

3
7

川
崎

市
小

児
救

急
医

療
連

絡
協

議
会

地
域

医
療

課
1
5

1
4

1
7
.1

%
0

0
2

2
4

7
2
3

あ
り

Ｄ
川

崎
市

小
児

救
急

医
療

連
絡

協
議

会
要

綱

3
8

川
崎

市
医

療
安

全
相

談
セ

ン
タ

運
営

協
議

会
地

域
医

療
課

9
9

6
6
6

6
%

0
0

2
2
5

7
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

医
療

安
全

相
談

セ
ン

タ
ー

運
営

協
議

会
設

置
3
8

川
崎

市
医

療
安

全
相

談
セ

ン
タ

ー
運

営
協

議
会

地
域

医
療

課
9

9
6

6
6
.6

%
0

0
2

2
5

7
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

医
療

安
相

談
ン

タ
運

営
協

議
会

設
置

要
綱

3
9

川
崎

市
福

祉
有

償
運

送
運

営
協

議
会

高
齢

者
在

宅
サ

ー
ビ

ス
課

1
5

以
内

1
4

1
7
.1

%
2

0
2

2
5

3
3
1

あ
り

Ｄ
道

路
運

送
法

・
道

路
運

送
法

施
行

規
則

・
川

崎
市

福
祉

有
償

運
送

運
営

協
議

会
運

営
等

要
綱

4
0

川
崎

市
周

産
期

医
療

運
営

協
議

会
地

域
医

療
課

1
5

1
2

2
1
6
.6

%
0

0
2

2
6

3
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

周
産

期
医

療
運

営
協

議
会

設
置

要
綱

4
1

川
崎

市
食

育
推

進
会

議
健

康
増

進
課

1
9

以
内

1
8

1
1

6
1
.1

%
2

2
2

2
5

6
3
0

あ
り

Ｂ
川

崎
市

食
育

推
進

会
議

条
例

4
2

健
康

増
進

対
策

会
議

健
康

増
進

課
7

以
内

7
2

2
8
.6

%
0

0
1

2
5

3
3
1

あ
り

Ｄ
健

康
増

進
対

策
会

議
設

置
要

領

4
3

川
崎

市
地

域
・
職

域
連

携
推

進
協

議
会

健
康

増
進

課
2
0

以
内

1
4

5
3
5
.7

%
0

0
2

2
5

6
3
0

あ
り

Ｄ
川

崎
市

地
域

・
職

域
連

携
推

進
協

議
会

設
置

要
綱

8
4
4

2
6
0

3
0
.8

%
2
5

1
3

ま
ち

づ
く
り

局

1
川

崎
市

バ
リ

ア
フ

リ
ー

の
ま

ち
づ

く
り

推
進

協
議

会
企

画
課

3
0

以
内

2
6

4
1
5
.4

%
3

1
2

2
4

7
3
0

あ
り

Ｄ
川

崎
市

バ
リ

ア
フ

リ
ー

の
ま

ち
づ

く
り

推
進

協
議

会
設

置
要

綱

2
川

崎
市

建
築

審
査

会
ま

ち
づ

く
り

調
整

課
7

7
3

4
2
.9

%
0

0
2

2
6

3
3
1

あ
り

Ａ
川

崎
市

建
築

審
査

会
条

例

3
川

崎
市

開
発

審
査

会
ま

ち
づ

く
り

調
整

課
7

7
3

4
2
.9

%
0

0
2

2
4

7
3
1

あ
り

Ａ
川

崎
市

開
発

審
査

会
条

例

4
川

崎
市

建
築

等
紛

争
調

停
委

員
会

ま
ち

づ
く
り

調
整

課
9
以

内
9

3
3
3
.3

%
0

0
2

2
5

1
2

3
1

あ
り

Ｂ
川

崎
市

中
高

層
建

築
物

等
の

建
築

及
び

開
発

行
為

に
係

る
紛

争
の

調
整

等
に

関
す

る
条

例

5
川

崎
都

市
計

画
審

議
会

都
市

計
画

課
2
0

以
内

2
0

2
1
0
.0

%
3

2
2

2
6

4
3
0

あ
り

Ａ
川

崎
市

都
市

計
画

審
議

会
条

例

健
康

福
祉

局
合

計
（
審

議
会

数
；
4
3
）
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定
数

（
人

）
現

員
（
人

）
現

員
（
人

）
割

合
（
％

）
現

員
（
人

）

公
募

の
う

ち
女

性
委

員
（
人

）
年

月
日

左
の

う
ち

女
性

委
員

委
員

の
う

ち
公

募
委

員
任

期
（
年

）

現
委

員
の

任
期

根
拠

法
令

等

委
員

N
o
.

審
議

会
名

所
管

課
再

任
の

取
扱

い
区

分

6
川

崎
市

都
市

景
観

審
議

会
景

観
・
ま

ち
づ

く
り

支
援

課
1
5

以
内

1
5

8
5
3
.3

%
3

2
2

2
5

6
3
0

あ
り

Ｂ
川

崎
市

都
市

景
観

条
例

7
川

崎
市

地
区

ま
ち

づ
く
り

審
議

会
景

観
・
ま

ち
づ

く
り

支
援

課
7

以
内

5
2

4
0
.0

%
1

0
2

2
4

6
3
0

あ
り

Ｂ
川

崎
市

地
区

ま
ち

づ
く
り

育
成

条
例

8
川

崎
市

住
宅

政
策

審
議

会
住

宅
整

備
課

1
5

以
内

1
5

7
4
6
.7

%
3

3
2

2
5

4
3
0

あ
り

Ｂ
川

崎
市

住
宅

基
本

条
例

・
川

崎
市

住
宅

政
策

審
議

会
規

則

9
川

崎
都

市
計

画
事

業
登

戸
土

地
区

画
整

理
審

議
会

登
戸

区
画

整
理

事
務

所
1
0

1
0

0
0
.0

%
8

0
5

2
5

1
2

1
5

あ
り

Ａ
川

崎
都

市
計

画
事

業
登

戸
土

地
区

画
整

理
事

業
施

行
条

例

1
0

川
崎

市
地

域
公

共
交

通
会

議
交

通
政

策
室

2
0

以
内

1
4

1
7
.1

%
2

1
2

2
5

3
2
9

あ
り

Ｂ
道

路
運

送
法

・
川

崎
市

地
域

公
共

交
通

会
議

設
置

要
綱

1
1

川
崎

市
総

合
都

市
交

通
計

画
検

討
委

員
会

交
通

政
策

室
1
5

1
3

2
1
5
.4

%
3

1
2

2
5

3
3
1

Ｄ
川

崎
市

総
合

都
市

交
通

計
画

検
討

委
員

会
設

置
要

綱

1
2

川
崎

市
耐

震
改

修
構

造
判

定
検

討
委

員
会

施
設

計
画

課
8
人

以
内

6
1

1
6
.7

%
0

0
2

2
5

6
3
0

あ
り

Ｄ
川

崎
市

耐
震

改
修

構
造

判
定

検
討

委
員

会
設

置
要

綱

1
3

川
崎

駅
周

辺
地

区
荷

さ
ば

き
対

策
検

討
協

議
会

交
通

政
策

室
2
0

以
内

2
0

0
0
.0

%
0

0
2

2
6

3
2
2

あ
り

Ｄ
川

崎
駅

周
辺

地
区

荷
さ

ば
き

対
策

検
討

協
議

会
設

置
要

綱

1
4

川
崎

市
斜

面
地

建
築

物
研

究
会

建
築

情
報

課
5

以
内

5
2

4
0
.0

%
0

0
9
か

月
2
4

9
3
0

Ｄ
川

崎
市

斜
面

地
建

築
物

研
究

会
設

置
要

綱

1
5

川
崎

市
宅

地
耐

震
化

推
進

事
業

検
討

委
員

会
開

発
審

査
課

4
4

1
2
5
.0

%
0

0
2

2
6

5
1
3

あ
り

Ｄ
川

崎
市

宅
地

耐
震

化
推

進
事

業
検

討
委

員
会

設
置

要
綱

1
7
6

3
9

2
2
.2

%
2
6

1
0

建
設

緑
政

局

ま
ち

づ
く
り

局
合

計
（
審

議
会

数
；
1
5
）

建
設

緑
政

局

1
川

崎
市

屋
外

広
告

物
審

議
会

路
政

課
1
5

以
内

1
3

3
2
3
.1

%
3

0
2

2
6

3
3
1

あ
り

Ｂ
屋

外
広

告
物

条
例

2
川

崎
市

自
転

車
等

駐
車

対
策

協
議

会
自

転
車

対
策

室
3
0

1
8

3
1
6
.7

%
0

-
2

2
5

3
2
9

あ
り

Ｂ
自

転
車

の
安

全
利

用
の

促
進

及
び

自
転

車
等

の
駐

車
対

策
の

総
合

的
促

進
に

関
す

る
法

律

3
川

崎
市

多
摩

川
プ

ラ
ン

推
進

会
議

緑
政

部
多

摩
川

施
策

推
進

課
1
0

以
内

9
1

1
1
.1

%
3

1
2

2
6

3
2

あ
り

Ｄ
川

崎
市

多
摩

川
プ

ラ
ン

推
進

会
議

設
置

要
綱

4
0

7
1
7
.5

%
6

1

港
湾

局

1
川

崎
港

港
湾

審
議

会
庶

務
課

３
５

以
内

2
7

3
1
1
.1

%
0

0
2

2
4

9
3
0

あ
り

Ａ
港

湾
法

・
川

崎
港

港
湾

審
議

会
条

例

2
7

3
1
1
.1

%
0

0

川
崎

区
役

所

1
川

崎
区

区
民

会
議

企
画

課
2
0

以
内

2
0

7
3
5
.0

%
3

2
2

2
6

3
3
1

あ
り

Ｂ
川

崎
市

区
民

会
議

条
例

2
い

き
い

き
か

わ
さ

き
区

提
案

事
業

審
査

委
員

会
企

画
課

5
以

内
5

2
4
0
.0

%
0

0
2

2
6

3
3
1

あ
り

Ｄ
い

き
い

き
か

わ
さ

き
区

提
案

事
業

審
査

委
員

会
設

置
要

綱

3
川

崎
保

健
所

運
営

協
議

会
地

域
保

健
福

祉
課

2
0

以
内

1
7

5
2
9
.4

%
1

0
2

2
5

5
3
1

あ
り

Ｂ
川

崎
市

保
健

所
運

営
協

議
会

条
例

4
川

崎
区

民
生

委
員

推
薦

区
会

地
域

保
健

福
祉

課
1
4

以
内

7
1

1
4
.3

%
0

0
3

2
6

6
3
0

あ
り

Ｄ
川

崎
市

民
生

委
員

推
薦

会
規

則

建
設

緑
政

局
合

計
（
審

議
会

数
；
3
）

港
湾

局
合

計
（
審

議
会

数
；
1
）
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定
数

（
人

）
現

員
（
人

）
現

員
（
人

）
割

合
（
％

）
現

員
（
人

）

公
募

の
う

ち
女

性
委

員
（
人

）
年

月
日

左
の

う
ち

女
性

委
員

委
員

の
う

ち
公

募
委

員
任

期
（
年

）

現
委

員
の

任
期

根
拠

法
令

等

委
員

N
o
.

審
議

会
名

所
管

課
再

任
の

取
扱

い
区

分

5
川

崎
区

地
域

福
祉

計
画

策
定

委
員

会
地

域
保

健
福

祉
課

1
7

以
内

1
4

7
5
0
.0

%
0

0
2

2
6

2
2
8

Ｄ
川

崎
区

地
域

福
祉

計
画

策
定

委
員

会
設

置
要

綱

6
川

崎
区

健
康

づ
く
り

推
進

会
議

地
域

保
健

福
祉

課
1
2

以
内

1
1

6
5
4
.5

%
2

0
2

2
6

5
3
1

あ
り

Ｄ
健

康
づ

く
り

推
進

会
議

設
置

運
営

要
綱

7
川

崎
区

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

運
営

協
議

会
高

齢
者

支
援

課
8

8
4

5
0
.0

%
0

0
3

2
4

6
3
0

あ
り

Ｄ
川

崎
区

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

運
営

協
議

会
設

置
運

営
要

綱

8
教

育
文

化
会

館
運

営
審

議
会

生
涯

学
習

支
援

課
  
 1

0
以

内
8

5
6
2
.5

%
1

1
2

2
6

4
3
0

あ
り

Ｂ
川

崎
市

教
育

文
化

会
館

条
例

9
0

3
7

4
1
.1

%
7

3

幸
区

役
所

1
幸

区
区

民
会

議
企

画
課

2
0

以
内

1
9

5
2
6
.0

%
3

1
2

2
4

6
3
0

あ
り

Ｂ
川

崎
市

区
民

会
議

条
例

・
幸

区
区

民
会

議
要

綱

2
幸

区
提

案
型

協
働

推
進

事
業

審
査

委
員

会
企

画
課

3
以

内
3

1
3
3
.3

%
0

0
2

2
5

3
3
0

あ
り

Ｄ
幸

区
提

案
型

協
働

推
進

事
業

審
査

委
員

会
設

置
要

綱

3
川

崎
市

幸
保

健
所

運
営

協
議

会
地

域
保

健
福

祉
課

２
０

以
内

1
5

5
3
3
.3

%
0

0
2

2
6

4
3
0

あ
り

Ｂ
川

崎
市

保
健

所
運

営
協

議
会

条
例

4
幸

区
健

康
づ

く
り

推
進

会
議

地
域

保
健

福
祉

課
1
2

以
内

1
0

6
6
0
.0

%
1

1
2

2
6

5
3
1

あ
り

Ｄ
幸

区
健

康
づ

く
り

推
進

会
議

設
置

運
営

要
綱

5
幸

区
民

生
委

員
推

薦
区

会
地

域
保

健
福

祉
課

1
4

以
内

7
1

1
4
.3

%
0

0
3

2
6

6
3
0

あ
り

Ｄ
川

崎
市

民
生

委
員

推
薦

会
規

則

6
幸

区
地

域
福

祉
計

画
推

進
検

討
会

議
地

域
保

健
福

祉
課

２
０

1
3

6
4
6

2
%

0
0

3
2
6

3
3
1

あ
り

Ｄ
幸

区
地

域
福

祉
計

画
推

進
検

討
会

議
設

置
要

綱

川
崎

区
役

所
合

計
（
審

議
会

数
；
8
）

6
幸

区
地

域
福

祉
計

画
推

進
検

討
会

議
地

域
保

健
福

祉
課

２
０

以
内

1
3

6
4
6
.2

%
0

0
3

2
6

3
3
1

あ
り

Ｄ
幸

区
地

域
福

祉
計

画
推

進
検

討
会

議
設

置
要

綱

7
幸

区
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
協

議
会

高
齢

者
支

援
課

8
以

内
8
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域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

運
営

協
議

会
高

齢
者

支
援

課
8

7
2

2
5
.0

%
2

1
3

2
4

6
3
0

あ
り

Ｄ
多

摩
区

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
運

営
協

議
会

設
置

運
営

要
綱

8
川

崎
市

多
摩

市
民

館
運

営
審

議
会

多
摩

市
民

館
1
0
人

以
内

8
5

6
2
.5

%
1

1
2

2
6

4
3
0

あ
り

Ｂ
社

会
教

育
法

　
・
川

崎
市

市
民

館
条

例

8
7

3
2

3
6
.8

%
4

2

麻
生

区
役

所

1
麻

生
区

区
民

会
議

企
画

課
2
0
人

以
内

2
0

5
2
5
.0

%
7

2
2

2
4

6
3
0

あ
り

Ｂ
川

崎
市

区
民

会
議

条
例

2
麻

生
保

健
所

運
営

協
議

会
地

域
保

健
福

祉
課

２
０

以
内

1
6

3
1
8
.8

%
0

0
2

2
4

6
3
0

あ
り

Ｂ
川

崎
市

保
健

所
運

営
協

議
会

条
例

3
麻

生
区

民
生

委
員

推
薦

区
会

地
域

保
健

福
祉

課
1
4

以
内

7
2

2
8
.6

%
0

0
3

2
4

6
3
0

あ
り

Ｄ
川

崎
市

民
生

委
員

推
薦

会
規

則

4
あ

さ
お

福
祉

計
画

推
進

会
議

地
域

保
健

福
祉

課
２

０
以

内
1
9

9
4
7
.4

%
3

2
2

2
5

3
3
1

あ
り

Ｄ
あ

さ
お

福
祉

計
画

推
進

会
議

設
置

要
綱

5
麻

生
区

健
康

づ
く
り

推
進

会
議

地
域

保
健

福
祉

課
１

２
以

内
1
0

3
3
0
.0

%
1

0
2

2
6

5
3
1

あ
り

Ｄ
麻

生
区

健
康

づ
く
り

推
進

会
議

設
置

運
営

要
綱

6
麻

生
区

食
育

推
進

分
科

会
地

域
保

健
福

祉
課

１
３

以
内

1
1

7
6
3
.6

%
0

0
2

2
6

5
3
1

あ
り

Ｄ
麻

生
区

健
康

づ
く
り

推
進

会
議

設
置

運
営

要
綱

・
麻

生
区

食
育

推
進

分
科

会
設

置
運

営
要

領

7
麻

生
区

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

運
営

協
議

会
高

齢
者

支
援

課
８

人
以

内
8

4
5
0
.0

%
2

2
3

2
4

6
3
0

あ
り

Ｄ
麻

生
区

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

運
営

協
議

会
設

置
運

営
要

綱

8
川

崎
市

麻
生

市
民

館
審

議
会

生
涯

学
習

支
援

課
1
0
人

以
内

8
3

3
7
.5

%
1

1
2

2
6

4
3
0

あ
り

Ｂ
社

会
教

育
法

・
川

崎
市

市
民

館
条

例

9
9

3
6

3
6
.4

%
1
4

7

多
摩

区
役

所
（
審

議
会

数
；
8
）

麻
生

区
役

所
合

計
（
審

議
会

数
；
8
）
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定
数

（
人

）
現

員
（
人

）
現

員
（
人

）
割

合
（
％

）
現

員
（
人

）

公
募

の
う

ち
女

性
委

員
（
人

）
年

月
日

左
の

う
ち

女
性

委
員

委
員

の
う

ち
公

募
委

員
任

期
（
年

）

現
委

員
の

任
期

根
拠

法
令

等

委
員

N
o
.

審
議

会
名

所
管

課
再

任
の

取
扱

い
区

分

上
下

水
道

局

1
川

崎
市

上
下

水
道

事
業

経
営

問
題

協
議

会
経

営
企

画
課

1
3

以
内

1
3

5
3
8
.5

%
2

2
2

2
4

9
3
0

あ
り

Ｄ
川

崎
市

上
下

水
道

事
業

経
営

問
題

協
議

会
要

綱

2
江

川
１

号
雨

水
幹

線
そ

の
２

工
事

に
伴

う
道

路
陥

没
事

故
対

策
委

員
会

下
水

道
部

管
路

課
3

以
内

2
0

0
.0

%
0

0
な

し
Ｄ

江
川

１
号

雨
水

幹
線

そ
の

２
工

事
に

伴
う

道
路

陥
没

事
故

対
策

委
員

会
設

置
要

綱

1
5

5
3
3
.3

%
2

2

交
通

局

1
川

崎
市

交
通

局
車

体
利

用
広

告
デ

ザ
イ

ン
審

査
委

員
会

お
客

様
サ

ー
ビ

ス
課

8
8

3
3
7
.5

%
0

0
1

2
5

5
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

交
通

局
車

体
利

用
広

告
デ

ザ
イ

ン
審

査
委

員
会

設
置

要
綱

‐
地

下
鉄

・
周

辺
整

備
懇

談
会

高
速

鉄
道

建
設

本
部

休
止

中
（
Ｄ

）
地

下
鉄

・
周

辺
整

備
懇

談
会

設
置

要
綱

‐
川

崎
市

バ
ス

事
業

経
営

問
題

検
討

会
経

営
企

画
課

休
止

中
（
Ｄ

）
川

崎
市

バ
ス

事
業

経
営

問
題

検
討

会
設

置
要

綱

2
川

崎
市

バ
ス

事
業

路
線

検
討

委
員

会
経

営
企

画
課

5
5

0
0
.0

%
0

0
2

2
5

3
1
3

あ
り

Ｄ
川

崎
市

バ
ス

事
業

路
線

検
討

委
員

会
設

置
要

綱

‐
川

崎
市

バ
ス

営
業

所
管

理
委

託
事

業
者

選
定

委
員

会
管

理
課

休
止

中
（
Ｄ

）
川

崎
市

バ
ス

営
業

所
管

理
委

託
事

業
者

選
定

委
員

会
設

置
要

綱

3
川

崎
市

交
通

局
広

告
付

き
バ

ス
停

留
所

上
屋

広
告

物
審

査
委

員
会

管
理

課
5

5
1

2
0
.0

%
0

0
6
ヶ

月
2
4

9
3
0

あ
り

Ｄ
川

崎
市

交
通

局
広

告
付

き
バ

ス
停

留
所

上
屋

広
告

物
審

査
委

員
会

設
置

要
綱

川
崎

市
交

通
局

営
業

所
管

理
委

託
に

係
る

評
価

委
員

会
管

理
課

1
0

あ
り

川
崎

市
交

通
局

営
業

所
管

理
委

託
に

係
る

評
価

委
員

上
下

水
道

局
合

計
（
審

議
会

数
；
2
）

4
川

崎
市

交
通

局
営

業
所

管
理

委
託

に
係

る
評

価
委

員
会

管
理

課
1
0

以
内

8
3

3
7
.5

%
0

0
2

2
5

3
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

交
通

局
営

業
所

管
理

委
託

に
係

る
評

価
委

員
会

設
置

要
綱

2
6

7
2
6
.9

%
0

0

病
院

局

1
川

崎
市

立
多

摩
病

院
運

営
協

議
会

経
営

企
画

室
1
5

以
内

1
4

2
1
4
.3

%
3

1
2

2
4

7
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

立
多

摩
病

院
運

営
協

議
会

設
置

要
綱

2
川

崎
市

立
病

院
運

営
委

員
会

経
営

企
画

室
6

以
内

6
1

1
6
.7

%
0

0
3

2
5

3
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

立
病

院
運

営
委

員
会

設
置

要
綱

2
0

3
1
5
.0

%
3

1

消
防

局

1
川

崎
市

危
険

物
保

安
研

究
会

危
険

物
課

2
0

1
5

0
0
.0

%
0

0
2

2
6

3
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

危
険

物
保

安
研

究
会

要
綱

2
川

崎
市

コ
ン

ビ
ナ

ー
ト

安
全

対
策

委
員

会
危

険
物

課
3
0

2
0

2
1
0
.0

%
0

0
2

2
6

3
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

コ
ン

ビ
ナ

ー
ト

安
全

対
策

委
員

会
要

綱

3
川

崎
市

救
急

業
務

検
討

委
員

会
救

急
課

1
6

1
6

1
6
.3

%
0

0
2

2
4

6
3
0

あ
り

Ｄ
川

崎
市

救
急

業
務

検
討

委
員

会
設

置
要

綱

4
川

崎
市

メ
デ

ィ
カ

ル
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
協

議
会

救
急

課
な

し
1
6

2
1
2
.5

%
0

0
2

2
6

3
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

メ
デ

ィ
カ

ル
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
協

議
会

設
置

要
綱

6
7

5
7
.5

%
0

0

教
育

委
員

会

交
通

局
合

計
（
審

議
会

数
；
4
）

病
院

局
合

計
（
審

議
会

数
;2

）

消
防

局
合

計
（
審

議
会

数
;4

）
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定
数

（
人

）
現

員
（
人

）
現

員
（
人

）
割

合
（
％

）
現

員
（
人

）

公
募

の
う

ち
女

性
委

員
（
人

）
年

月
日

左
の

う
ち

女
性

委
員

委
員

の
う

ち
公

募
委

員
任

期
（
年

）

現
委

員
の

任
期

根
拠

法
令

等

委
員

N
o
.

審
議

会
名

所
管

課
再

任
の

取
扱

い
区

分

1
川

崎
市

教
育

改
革

推
進

協
議

会
企

画
課

1
1

以
内

1
1

1
9
.0

%
2

1
2

2
5

3
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

教
育

改
革

推
進

協
議

会
設

置
及

び
運

営
要

綱

2
川

崎
市

奨
学

金
審

査
会

学
事

課
1
5

以
内

1
4

3
2
1
.4

%
0

0
2

2
6

3
3
1

Ｂ
川

崎
市

高
等

学
校

奨
学

金
支

給
条

例
第

5
条

及
び

同
施

行
規

則
第

5
条

-
川

崎
市

立
学

校
社

会
見

学
委

員
会

指
導

課
２

０
人

以
（
Ｄ

）
川

崎
市

立
学

校
社

会
見

学
委

員
会

規
則

3
川

崎
市

就
学

指
導

委
員

会
指

導
課

3
0
人

以
内

2
5

7
2
8
.0

%
0

0
1

2
5

3
3
1

あ
り

D
川

崎
市

就
学

指
導

委
員

会
要

綱

4
総

合
教

育
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

運
営

委
員

会
総

合
教

育
セ

ン
タ

ー
総

務
室

2
5

以
内

1
7

4
2
3
.5

%
0

0
2

2
6

5
3
1

Ｂ
川

崎
市

総
合

教
育

セ
ン

タ
ー

条
例

5
川

崎
市

立
日

本
民

家
園

協
議

会
日

本
民

家
園

1
0

以
内

1
0

4
4
0
.0

%
2

2
2

2
5

6
3
0

Ｂ
川

崎
市

立
日

本
民

家
園

条
例

・
川

崎
市

立
日

本
民

家
園

協
議

会
規

則

6
川

崎
市

青
少

年
科

学
館

協
議

会
青

少
年

科
学

館
1
0

以
内

9
1

1
1
.1

%
1

0
2

2
6

5
3
1

Ｂ
川

崎
市

青
少

年
科

学
館

条
例

7
川

崎
市

文
化

財
審

議
会

文
化

財
課

1
0

以
内

1
0

3
3
0
.0

%
0

0
2

2
6

4
3
0

Ｂ
文

化
財

保
護

法
第

1
9
0
条

・
市

文
化

財
保

護
条

例
　

第
３

条

8
川

崎
市

地
名

資
料

収
集

委
員

会
文

化
財

課
1
0

以
内

4
1

2
5
.0

%
0

0
2

2
5

8
3
1

Ｄ
川

崎
市

地
名

資
料

収
集

委
員

会
設

置
要

綱

9
川

崎
市

立
学

校
児

童
生

徒
心

臓
病

運
営

委
員

会
健

康
教

育
課

な
し

2
1

8
3
8
.1

%
0

0
1

2
5

3
3
1

Ｄ
川

崎
市

立
学

校
児

童
生

徒
心

臓
病

運
営

委
員

会
要

綱

1
0

川
崎

市
立

学
校

児
童

生
徒

腎
疾

患
対

策
委

員
会

健
康

教
育

課
な

し
1
9

7
3
6
.8

%
0

0
1

2
5

3
3
1

Ｄ
川

崎
市

立
学

校
児

童
生

徒
腎

疾
患

対
策

委
員

会
要

綱

1
1

川
崎

市
立

学
校

児
童

生
徒

糖
尿

病
対

策
委

員
会

健
康

教
育

課
な

し
1
8

7
3
8

9
%

0
0

1
2
5

3
3
1

Ｄ
川

崎
市

立
学

校
児

童
生

徒
糖

尿
病

対
策

委
員

会
要

平
成

2
4
年

6
月

1
日

現
在

未
委

嘱

1
1

川
崎

市
立

学
校

児
童

生
徒

糖
尿

病
対

策
委

員
会

健
康

教
育

課
な

し
1
8

7
3
8
.9

%
0

0
1

2
5

3
3
1

Ｄ
川

崎
市

学
校

児
童

徒
糖

尿
病

対
策

委
員

会
要

綱

1
2

川
崎

市
立

学
校

児
童

生
徒

結
核

対
策

委
員

会
健

康
教

育
課

な
し

1
4

7
5
0
.0

%
0

0
1

2
5

3
3
1

Ｄ
川

崎
市

立
学

校
児

童
生

徒
結

核
対

策
委

員
会

要
綱

1
3

川
崎

市
就

学
時

健
康

診
断

検
討

委
員

会
健

康
教

育
課

1
1

1
1

3
2
7
.3

%
0

0
1

2
5

3
3
1

Ｄ
川

崎
市

就
学

時
健

康
診

断
検

討
委

員
会

要
綱

1
4

川
崎

市
立

図
書

館
協

議
会

中
原

図
書

館
1
0

以
内

1
0

5
5
0
.0

%
1

1
2

2
6

5
3
1

Ｂ
図

書
館

法
、

川
崎

市
立

図
書

館
設

置
条

例

1
5

教
育

文
化

会
館

及
び

市
民

館
大

ﾎ
ｰ

ﾙ
の

優
先

申
請

審
査

会
生

涯
学

習
推

進
課

1
0

8
4

5
0
.0

%
0

0
2

2
5

3
3
1

Ｄ
教

育
文

化
会

館
及

び
市

民
館

大
ホ

ー
ル

の
優

先
申

請
審

査
会

要
領

1
6

川
崎

市
地

域
教

育
会

議
推

進
協

議
会

生
涯

学
習

推
進

課
1
9

1
9

4
2
1
.1

%
0

0
1

2
5

3
3
1

Ｄ
川

崎
市

地
域

教
育

会
議

推
進

協
議

会
設

置
要

綱

1
7

川
崎

市
社

会
教

育
委

員
会

議
生

涯
学

習
推

進
課

2
0

2
0

5
2
5
.0

%
2

1
2

2
6

4
3
0

Ｂ
社

会
教

育
法

・
川

崎
市

社
会

教
育

委
員

条
・
川

崎
市

社
会

教
育

委
員

会
議

規
則

1
8

川
崎

市
地

域
日

本
語

教
育

推
進

協
議

会
生

涯
学

習
推

進
課

1
7

1
7

1
1

6
4
.7

%
0

0
2

2
5

3
3
1

Ｄ
川

崎
市

地
域

日
本

語
教

育
推

進
協

議
会

設
置

要
項

1
9

川
崎

市
家

庭
教

育
推

進
協

議
会

生
涯

学
習

推
進

課
1
7

1
7

1
3

7
6
.5

%
0

0
1

2
5

3
3
1

Ｄ
川

崎
市

家
庭

教
育

推
進

協
議

会
設

置
要

綱

2
0

川
崎

市
子

ど
も

会
議

推
進

委
員

会
生

涯
学

習
推

進
課

1
9

1
9

2
1
0
.5

%
0

0
1

2
5

3
3
1

Ｄ
川

崎
市

子
ど

も
の

権
利

に
関

す
る

条
例

・
川

崎
市

子
ど

も
会

議
要

綱
・
川

崎
市

子
ど

も
会

議
推

進
委

員
会

設
置

要
項

-
指

導
改

善
研

修
審

査
会

教
職

員
課

（
Ｄ

）
指

導
が

不
適

切
な

教
員

に
対

す
る

人
事

管
理

シ
ス

テ
ム

に
関

す
る

規
則

2
1

教
科

用
図

書
選

定
審

議
会

指
導

課
４

０
人

以
4
0

1
4

3
5
.0

%
0

0
1

2
4

8
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

教
科

用
図

書
選

定
審

議
会

規
則

2
2

川
崎

市
特

別
支

援
教

育
推

進
検

討
委

員
会

指
導

課
な

し
1
2

5
4
1
.7

%
0

0
3

2
5

3
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

特
別

支
援

教
育

推
進

検
討

委
員

会
設

置
要

項

平
成

２
４

年
６

月
１

日
現

在
未

委
嘱
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定
数

（
人

）
現

員
（
人

）
現

員
（
人

）
割

合
（
％

）
現

員
（
人

）

公
募

の
う

ち
女

性
委

員
（
人

）
年

月
日

左
の

う
ち

女
性

委
員

委
員

の
う

ち
公

募
委

員
任

期
（
年

）

現
委

員
の

任
期

根
拠

法
令

等

委
員

N
o
.

審
議

会
名

所
管

課
再

任
の

取
扱

い
区

分

3
4
5

1
1
9

3
4
.5

%
8

5

選
挙

管
理

委
員

会

1
川

崎
市

明
る

い
選

挙
推

進
協

議
会

選
挙

課
1
6

1
6

4
2
5
.0

%
0

0
2

2
6

3
3
1

あ
り

Ｄ
川

崎
市

明
る

い
選

挙
推

進
協

議
会

規
約

1
6

4
2
5
.0

%
0

0

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

事
務

局

1
川

崎
市

市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

専
門

調
査

員
市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
事

務
局

4
4

2
5
0
.0

%
0

0
1

2
4

2
5

1
1

3
・
5

3
0

3
1

あ
り

Ｃ
川

崎
市

市
民

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

条
例

、
市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
条

例
に

基
づ

く
専

門
調

査
員

の
職

務
、

勤
務

日
、

勤
務

時
間

等
に

関
す

る
要

綱

2
川

崎
市

人
権

オ
ン

ブ
ズ

パ
ー

ソ
ン

専
門

調
査

員
市

民
オ

ン
ブ

ズ
マ

ン
事

務
局

4
4

4
1
0
0
.0

%
4

4
1

2
5

3 4
3
1

3
0

あ
り

Ｃ
川

崎
市

人
権

オ
ン

ブ
ズ

パ
ー

ソ
ン

条
例

、
人

権
オ

ン
ブ

ズ
パ

ー
ソ

ン
条

例
に

基
づ

く
専

門
調

査
員

の
職

務
、

勤
務

日
、

勤
務

時
間

等
に

関
す

る
要

綱

8
6

7
5
.0

%
4

4

3
2
8
6

9
9
2

3
0
.2

%
2
1
8

9
5

教
育

委
員

会
合

計
（
審

議
会

数
;2

2
）

選
挙

管
理

委
員

会
合

計
（
審

議
会

数
;1

）

オ
ン

ブ
ズ

マ
ン

事
務

局
合

計
（
審

議
会

等
数

;2
）

合
計

（
審

議
会

数
;2

3
4
）
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６
　

各
局

（
室

）
区

の
審

議
会

等
に

お
け

る
女

性
委

員
の

参
加

比
率

分
布

総 務 局

総 合 企 画 局

財 政 局

市 民 ・ こ ど も 局

経 済 労 働 局

環 境 局

健 康 福 祉 局

ま ち づ く り 局

建 設 緑 政 局

港 湾 局

川 崎 区 役 所

幸 区 役 所

中 原 区 役 所

高 津 区 役 所

宮 前 区 役 所

多 摩 区 役 所

麻 生 区 役 所

上 下 水 道 局

交 通 局

病 院 局

消 防 局

教 育 委 員 会

選 挙 管 理 委 員 会

オ ン ブ ズ マ ン 事 務 局

合 　 計

 構 成 比 （ ％ ）

1
00
.
0
%

1
1

1
3

(
1
.
3
%
)

9
0
.
0
-
99
.
9
%

1
1

(
0
.
4
%
)

8
0
.
0
-
89
.
9
%

1
1

(
0
.
4
%
)

7
0
.
0
-
79
.
9
%

1
2

1
4

(
1
.
7
%
)

6
0
.
0
-
69
.
9
%

1
3

1
1

1
1

1
2

1
1

1
3

(
5
.
6
%
)

5
0
.
0
-
59
.
9
%

1
6

3
1

1
3

1
1

3
1

3
1

2
5
(
1
0
.
7
%
)

4
0
.
0
-
49
.
9
%

1
3

1
1

4
5

1
1

2
4

2
1

1
2

2
9
(
1
2
.
4
%
)

3
0
.
0
-
39
.
9
%

2
1

3
6

3
2

4
1

1
3

2
3

1
2

1
2

5
4
2
(
1
7
.
9
%
)

2
0
.
0
-
29
.
9
%

3
1

3
6

2
1

1
3

1
1

1
1

2
1

1
3

2
1

7
1

5
1
(
2
1
.
8
%
)

1
0
.
0
-
19
.
9
%

2
4

3
2

1
2

4
2

1
1

1
1

1
2

2
2

4
0
(
1
7
.
1
%
)

女
性

委
員

の
参

加
比

率

局
（
室

）
区

名

%
(

)

0
.0
-
9
.
9
%

4
3

3
6

3
1

1
1

2
1

2
5
(
1
0
.
7
%
)

う
ち

 
0
.
0
%

2
1

2
2

1
1

1
1
0

(
4
.
3
%
)

合
　
計

1
5

2
6

2
9

1
5

6
4
3

1
5

3
1

8
9

9
1
1

9
8

8
2

4
2

4
2
2

1
2

2
3
4

(
1
0
0
%
)

【
女
性

の
参

加
比

率
3
5
％

を
満

た
し

て
い

な
い

審
議

会
等

の
数

】
3
5%
未

満
9

1
3

1
7

1
0

3
3
3

9
3

1
2

3
3

4
1

4
4

1
2

2
4

1
1

1
1
3
1
(
5
6
.
0
%
)

注
）

　
委

員
総

数
が

3
名

の
審

議
会

等
の

場
合

、
男

女
い

ず
れ

か
一

方
が

1
名

（
3
3
.
3％

）
の

審
議

会
等

は
除

外

＊
各

局
（

室
）

区
ご

と
の

女
性

委
員

の
参

加
比

率
を

区
分

ご
と

に
見

る
と

、
2
0
.
0
%
～

29
.
9
%
の

審
議

会
等

が
5
1
（

構
成

比
2
1
.
8
%
）

と
最

も
高

く
、

審
議

会
等

の
多

く
が

こ
の

範
囲

に
集

中
し

て
い

る
。
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平
成

2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度

1
市

民
・

こ
ど

も
局

地
域

安
全

推
進

課
川

崎
市

交
通

安
全

対
策

会
議

川
崎

市
交

通
安

全
対

策
会

議
条

例
に

お
い

て
、

委
員

は
、

交
通

安
全

に
関

係
す

る
国

、
県

、
市

の
各

機
関

の
職

員
を

充
て

る
こ

と
と

規
程

さ
れ

て
い

る
た

め
。

3

2
こ

ど
も

本
部
こ

ど
も

家
庭

課
川

崎
市

特
定

不
妊

治
療

費
助

成
事

業
協

議
会

関
係

機
関

に
委

員
選

任
を

依
頼

し
た

が
、

紹
介

が
得

ら
れ

な
か

っ
た

た
め

。

3

推
薦

依
頼

の
際

に
、

審
議

会
委

員
の

男
女

比
に

注
意

し
、

推
薦

団
体

に
対

し
、

女
性

の
参

画
を

依
頼

す
る

よ
う

配
慮

す
る

。

推
薦
依

頼
の

際
に

、
審

議
会

委
員

の
男
女

比
に

注
意

し
、

推
薦

団
体

に
対
し

、
女

性
の

参
画

を
依

頼
す

る
よ
う

配
慮

す
る

。

推
薦

依
頼

の
際

に
、

審
議

会
委

員
の

男
女

比
に

注
意

し
、

推
薦

団
体

に
対

し
、

女
性

の
参

画
を

依
頼

す
る

よ
う

配
慮

す
る

。

3
経

済
労

働
局

労
働

雇
用

部
川

崎
市

立
労

働
会

館
運

営
委

員
会

関
係

団
体

の
代

表
者

に
女

性
の

参
画

を
要

請
し

た
が

、
推
薦

が
得

ら
れ

な
か

っ
た

た
め

。

3

1
人

増
や

す
（

1
0
％

）
。

次
回

改
選

時
に

欠
員

1
名

の
枠

を
、

関
係

団
体

か
ら

女
性

を
選

出
で

き
る

よ
う

に
検

討
中

。

4
健

康
福

祉
局

地
域

医
療

課
川

崎
市

休
日

急
患

診
療

所
運

営
委

員
会

連
絡

協
議

会
医

療
関

連
団

体
代

表
者

に
女

性
の

登
用

を
依

頼
し

た
が

、
推

薦
が

得
ら

れ
な

か
っ

た
。

1

推
薦
依

頼
の

際
に

、
審

議
会

委
員

の
男
女

比
に

注
意

し
、

推
薦

団
体

に
対
し

、
今

年
度

は
女

性
の

参
画

を
依
頼

す
る

よ
う

配
慮

す
る

。

１
人

増
や

す
（

6
.
6
%
)

5
地

域
医

療
課

川
崎

市
救

急
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム
運

営
委

員
会

医
療

関
連

団
体

代
表

者
に

女
性

の
登

用
を

依
頼

し
た

が
、

推
薦

が
得

ら
れ

な
か

っ
た

。

1

推
薦

依
頼

の
際

に
、
審

議
会

委
員

の
男

女
比

に
注

意
し
、

推
薦

団
体

に
対

し
、

今
年

度
は
女

性
の

参
画

を
依

頼
す

る
よ

う
配
慮

す
る

。

6
ま

ち
づ

く
り

局
登

戸
区

画
整
理

事
務

所
川

崎
市

都
市

計
画

事
業

登
戸

土
地

区
画

整
理

審
議

会
委

員
１

０
名

中
、

８
名

の
公

募
委

員
は

選
挙

で
選

出
し

、
２

名
の

学
識

経
験

者
に

つ
い

て
は

専
門

分
野

に
女

性
が

少
な

い
た

め
。

3

次
期

改
選

（
平

成
２

５
年

１
２

月
）

に
向

け
て

検
討

す
る

。
次

期
改

選
（

平
成

２
５

年
１

２
月

）
に

向
け

て
検

討
す

る
。

7
交

通
政

策
室

川
崎

駅
周

辺
地

区
荷

さ
ば

き
対

策
検

討
協

議
会

学
識

経
験

者
に

つ
い

て
は

、
専

門
分

野
に

女
性

が
少

な
い

た
め

。
ま

た
、

団
体

推
薦

及
び

行
政

職
員

に
つ

い
て

は
、

選
任

を
予

定
し

て
い

る
職

に
女

性
が

い
な

い
た

め
。

3

委
員

の
次

期
改

選
時

に
お

け
る

女
性

委
員

の
参

加
検

討
。

委
員
の

次
期

改
選

時
に

お
け

る
女

性
委
員

の
参

加
検

討
。

７
　

女
性

委
員

の
い

な
い

審
議

会
等

　
集

計

局
（

室
）

区
名

審
議

会
等

名
女

性
委

員
の

い
な

い
理

由

選
任

時
に

お
け

る
男

女
比

へ
の
配

慮
（

※
1
）

目
 
標
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平
成

2
4
年

度
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
局

（
室

）
区

名
審

議
会

等
名

女
性

委
員

の
い

な
い

理
由

選
任

時
に

お
け

る
男

女
比

へ
の
配

慮
（

※
1
）

目
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（
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川崎市審議会等委員への女性の参加促進要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、「男女平等かわさき条例」（平成１３年条例第１４号）の理念に基づ

き、政策・方針決定の場における女性の参画を拡大するため、審議会等の委員への女性

の参加を積極的に促進することを目的とする。 

（対象） 

第２条 この要綱で「審議会等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

（１）地方自治法第２０２条の３に基づく審議会等 

（２）地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づく附属機関 

（３）地方自治法第１７４条の規定に基づく専門委員 

（４）要綱等に基づき設置された協議会等 

（目標） 

第３条 審議会等の委員は、男女ほぼ同数で構成することを最終目標とし、当面は審議会

等の委員の女性比率が２０１３（平成２５）年度までに、３５パーセントとなるようめ

ざすことを目標とする。 

（局長等の責務） 

第４条 川崎市事務分掌条例（昭和３８年川崎市条例第３２号）第１条に掲げる局及び市

民・こども局こども本部並びに市民オンブズマン事務局、会計室、区役所、上下水道局、

交通局、病院局、消防局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務

局、監査事務局及び議会局の長（以下「局長等」という。）は、その所管に属する審議会

等の委員の選任に当たっては、前条の目標を達成するため、次の各号に掲げる事項に配

慮し、柔軟かつ積極的な取組に努めるものとする。 

（１）委員を選任する際は、積極的に女性の人材発掘に努めること。 

（２）専門的な知識や経験を有する者を選任する際には、専門領域や職種等をできるだけ

幅広くとらえ、女性の人材を求めること。 

（３）団体に推薦を依頼する際には、役職者等に限定せず、女性の適任者を推薦するよう

協力を求めること。 

（事前協議） 

第５条 局長等は、その所管に属する審議会等の委員の選任に当たっては、第３条に掲げ

る目標を達成するために、委員が確定する前に、この要綱に定める「審議会等の委員選

任に係る事前協議書」（別記様式）に基づき、市民・こども局長と事前協議を行うものと

する。 

２ 市民・こども局長は、事前協議後速やかに、前項の協議結果を当該局長等に通知する

ものとする。 

 

３ 審議会等の委員の委嘱においては、前項により通知された事前協議書の結果を添付す

るものとする。 

４ 市民・こども局長は、個人情報の保護に十分留意しながら広く女性の人材情報を収集

し、局長等の求めに応じ、その提供を行うものとする。 
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（女性の参加状況調査） 

第６条 局長等は、市民・こども局長の要請に応じ、毎年度、その所管に属する審議会等

の委員への女性の参加状況を調べ、また、その促進計画を作成し、指定する期日までに

市民・こども局長に提出するものとする。 

２ 前項により実施された調査結果は、これを公表するものとする。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２年６月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成７年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第 5 条第 3 項及び第 4 項の規定については、附属機関等委員の委嘱日が 

平成２０年４月 1 日以後のものから適用するものとする。 

  附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
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様式（第５条関係） 

審議会等の委員選任に係る事前協議書 
平成  年  月  日 

市 民 ・こども局 長  様 
      局 長 

所管課名                 課 
担当者名         内 線         

 川崎市審議会等委員への女性の参加促進要綱第５条に基づき、審議会等の委員選任に係る事前協議を

行います。 

審議会等名  新規設置・ 
改選年月日 平成  年  月  日 

根拠法令等  再任の取扱い

（○をつける）
あり   なし 

 区 分 現 状 値 
（※改選時に記入） 

選任予定 
（※新規･改選時に記入） 

検討後の選任予定 
（※新規･改選時に記入） 

  定数 
(人) 

現員

(人)

うち職

(職務)
指定者

うち

女性

比率

(%)
定数

(人)
現員

(人)

うち職

(職務)
指定者

うち

女性

比率

(%)
定数 
(人) 

現員

(人)

うち職

(職務)
指定者

うち

女性

比率

(%)

委 

員 

内 

訳 

学識経験                

団体推薦                

市民公募                

行政職員                

                

合 計                

※目標値（女性比率 35%）を達成しない理由、選任予定の女性比率 50%未満で現状値より比率が下がる理由

 
 

※協議の経緯・結果 □委員構成の改正 □人材情報の提供 □要綱の改正 □その他 

 

 

※選任における課題等 

 

審議会等の委員選任に係る事前協議結果通知書 

平成 年 月 日 

       局 長 様 

以上のとおり、事前協議が終了しましたので、協議結果について通知いたします。 

                                       市民・こども局長 
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調査の実施に伴う留意事項 
 
１． 調査の対象となる審議会等（第 2 条） 

(1) 地方自治法第２０２条の３に基づく審議会等 
・市町村防災会議・民生委員推薦会・国民健康保険運営協議会・地方社会福祉審議会・土

地利用審査会・地方障害者施策推進協議会・公害健康被害認定審査会・損害評価会・地方

港湾審議会・土地区画整理審議会・建築審査会・開発審査会・介護認定審査会・精神医療

審査会・市町村国民保護協議会・地方独立行政法人評価委員会・感染症審査協議会・市町

村都市計画審議会・市街地再開発審査会・障害程度区分認定審査会 
(2) 地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づく附属機関 
(3) 地方自治法第１７４条の規定に基づく専門委員 
(4) 要綱等に基づき設置された協議会等 

 
ただし、次に掲げる審議会等は、除外します。 

(1) 調査基準日(毎年 6 月 1 日現在)において審議会等が①未設置のもの、②休止中のもの、③審議会等

が実在するが実際に委員が選任されていない状況にあるもの 

(2) その他、協議の結果、調査の対象外とみなされたもの 

 

 
２． 専門委員における女性委員比率の解釈 

専門委員については、女性の委員比率を次のように解釈しています。 

所管する専門委員が複数いる場合には、その総数に対し、最低でも 35 パーセントを女性委

員とするよう、そして、最終的には男女ほぼ同数となることをめざします。 

 

当調査においても、この解釈に即した記入をお願いします。 
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